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(57)【要約】
　【課題】　重い分銅を掴んだ場合にも支点部での負担
が小さく、力点部に十分な力を加えることを可能にする
。
　【解決手段】　ピンセット１０は、２枚の平板状金属
板を対面配置して、基端側で相互に接合固定した支点部
１２を有し、先端側に把持部１４を設け、支点部１２と
把持部１４との間に把持力発生部１６を設けている。支
点部１２は、金属板の基端側に形成された同一幅の領域
であり、発生部１６は、金属板の概略中央部に形成され
た最大幅の領域であり、把持部１４は、金属板の先端側
に形成された先細状の領域からなり、支点部１２は、合
成樹脂やゴムで形成した柔軟なサポート材１８で被覆さ
れ、発生部１６は、合成樹脂やゴムで形成した滑り防止
用のグリップ材２２で被覆され、把持部１４は、校正用
分銅との摩擦力を維持し、熱伝導防止用のキャップ２０
で被覆する。
　【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２枚の平板状金属板を対面配置して、基端側で相互に接合固定した支点部を有し、当該
支点部の厚みを他の部分よりも薄くし、先端側に上下に離間する校正用分銅の把持部を設
けるとともに、前記支点部と前記把持部との間に把持力発生部を設け、前記把持力発生部
への加力により、前記平板状金属板を相互に近接移動させて、前記把持部で校正用分銅を
掴むことができるピンセットであって、
前記支点部は、前記金属板の基端側に形成された同一幅の領域であり、
前記把持力発生部は、前記金属板の概略中央部に形成された最大幅の領域であり、前記把
持部は、前記金属板の先端側に形成された先細状の領域からなり、
前記支点部は、合成樹脂やゴムで形成した柔軟なサポート材で被覆され、
前記把持力発生部は、合成樹脂やゴムで形成した滑り防止用のグリップ材で被覆され、
前記把持部は、前記校正用分銅との摩擦力を維持し、熱伝導防止用のキャップで被覆する
ことを特徴とする校正分銅把持用ピンセット。
【請求項２】
　前記金属板の先端側には、前記キャップの脱落防止用の段差部が設けられることを特徴
とする請求項１記載の校正分銅把持用ピンセット。
【請求項３】
　前記キャップは、前記校正用分銅の把持側内面に凸部を設けたことを特徴とする請求項
１または２記載の校正分銅把持用ピンセット。
【請求項４】
　前記グリップ材は、その表面に指の挿入が可能な凹部を形成することを特徴とする請求
項１～３のいずれか１項記載の校正分銅把持用ピンセット。
【請求項５】
　前記グリップ材は、前記サポート材と一体化され、一体化されたグリップ材を前記支点
部の後端側から、前記把持力発生部まで覆うように装着することを特徴とする請求項１～
４のいずれか１項に記載の校正分銅把持用ピンセット。
【請求項６】
　前記サポート材と一体化されたグリップ材は、その内面側の幅方向の両端に離脱防止用
の複数の突起を有することを特徴とする請求項５記載の校正分銅把持用ピンセット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、校正分銅把持用ピンセットに関し、特に、広範囲にわたる重さがある校正
用分銅の把持に適したピンセットに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　天びん・はかりでは、質量を直接測定できないので、天びん・はかりを設置した各地或
において、または、各機種毎に重力補正を行う必要がある。この重力補正とは、国際標準
となるフランスにある１ｋｇ原器をベースとして、トレーサブルな各分銅が作られ、それ
らの分銅を使い、その場所での重力加速度は、一定との仮定から、分銅質量 ×重力加速
度を力として計量器に加え、その力により発生する質量センサの変位または変位をゼロに
戻す為に必要となる電気力により換算し、被測定物の質量を確定（推定）している。 
【０００３】
　例えば、日本国内でも主に緯度の違いから、重力加速度の最大差は、約１／１０００（
０．１％）もあり、ひょう量と最小表示量との差が、１０００倍以上ある計量器では大き
な計量誤差となってあらわれる。 
【０００４】
　より具体的には、ひょう量２００ｇ×最小表示０．１ｍｇとなる分析天びんでは、同じ
２００ｇの試料を測定しても、重力加速度差は、２００ｇ×１／１０００＝０．２ｇとな
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り、最小表示の２０００倍の誤差となって計量される。重力加速度以外でも、温度、気圧
、湿度の変化により計量値の変化が発生するため、分銅による校正は、必然となっている
。
【０００５】
　分銅による計量器の校正作業では、分銅の汚染を防ぎ傷つけない、分銅に体温を伝えな
い、ひょう量室に体温による熱対流を起こさない、磁気や静電気を帯びない、把持治具 
となるピンセットの操作が確実かつ容易で、繰り返し操作により人が疲れず、分銅の落下
などを起こさずに安全にかつ正確に行えるなどの要求があり、これらのすべてを解決でき
る専用ピンセットは、現在まで提供されていない。 
【０００６】
　特に、校正分銅用ピンセットの場合、２００ｇ程度の分銅を把持することが多く、最大
では、５００ｇ～１ｋｇまで、最小では、１～２ｇまでの 分銅を使用する場合がある。 
【０００７】
　この範囲の最大重量は、市販されている通常のピンセットで想定される把持重量を大幅
に超えており、専用設計が必要となることは容易に推測される。
従来から校正分銅の把持に用いられていたピンセットには、通常の金属製ピンセットを利
用し、先端把持部に樹脂製プロテクタを配置した構造（特許文献１参照）や合成樹脂でピ
ンセット本体を構成して専用化した構造が提供されている。しかしながら、このような従
来のピンセットには、以下に説明する課題があった。
【０００８】
【特許文献１】実開昭５３－８２８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　すなわち、通常のピンセットが小さな物を掴むことを目的としているのに対し、分銅用
ピンセットは、重い金属製分銅を掴むことを目的としており、親指，人差し指，中指で１
点を握る通常のピンセット操作と異なり、構成分銅の把持に用いるピンセットでは、分銅
を操作する時、機能的には、作用点となる分銅を掴む部分、指で挟みこむ力点部、及び、
ピンセット操作時の固定点となる小指で把持する支点部が必要となる。
【００１０】
　ところが、前者の構造では、金属製のピンセットは、重量軽減の必要性から素材が薄く
、特に、重い分銅を掴んだ時に、支点部で手と小指への負担が大きくなるという問題があ
り、また、力点部の指に十分な力を加えることができるような構造になっていなかった。
【００１１】
　また、後者の構造では、樹脂製ピンセットは、小型のものが多く、特に、重い分銅用の
ものは、剛性を必要とすることと、射出成形の生産技術的背景と重さの制限から肉厚は、
上限があって厚くできないことから、結果的に形状により剛性を持たせるためのリブ構造
となり かなりの容積を有するものとなっている。しかし、容積の大きいものは、天びん
・はかりの風防内においた分銅を掴む場合など、細かい作業を行う際の操作性が悪いとい
う問題があった。
【００１２】
　本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたものであって、その目的とすると
ころは、重い分銅を掴んだ場合にも支点部での負担が小さく、力点部に十分な力を加える
ことが可能で、かつ、天びん、はかりに設定された風防内で細かい作業を行う際の操作性
の悪化を回避することができ、また、人体からの熱伝導を軽減できる樹脂材料により手と
ピンセットの金属部を遮断できる校正分銅把持用ピンセットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記目的を達成するために、本発明は、２枚の平板状金属板を対面配置して、基端側で
相互に接合固定した支点部を有し、当該支点部の厚みを他の部分よりも薄くし、先端側に
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上下に離間する校正用分銅の把持部を設けるとともに、前記支点部と前記把持部との間に
把持力発生部を設け、前記把持力発生部への加力により、前記平板状金属板を相互に近接
移動させて、前記把持部で校正用分銅を掴むことができるピンセットであって、前記支点
部は、前記金属板の基端側に形成された同一幅の領域であり、前記把持力発生部は、前記
金属板の概略中央部に形成された最大幅の領域であり、前記把持部は、前記金属板の先端
側に形成された先細状の領域からなり、前記支点部は、合成樹脂やゴムで形成した柔軟な
サポート材で被覆され、前記把持力発生部は、合成樹脂やゴムで形成した滑り防止用のグ
リップ材で被覆され、前記把持部は、前記校正用分銅との摩擦力を維持し、熱伝導防止用
のキャップで被覆するようにした。
【００１４】
　このように構成した校正分銅把持用ピンセットによれば、２枚の平板状金属板を対面配
置して、基端側で相互に接合固定した支点部を有しているので、十分な剛性を確保するこ
とができ、また、支点部は、合成樹脂やゴムで形成した柔軟なサポート材で被覆されてい
るので、小指と手のひらで支点部を掴んだときに、手指の負担が緩和され、確実な支点と
しての機能を発揮させることができる。
【００１５】
　また、把持力発生部は、金属板の概略中央部に形成された最大幅の領域で、かつ、合成
樹脂やゴムで形成した滑り防止用のグリップ材で被覆されているので、力点部に十分な力
を加えることができる。
【００１６】
　さらに、把持部は、金属板の先端側に形成された先細状の領域からなり、かつ、校正用
分銅との摩擦力を維持し、熱伝導防止用のキャップで被覆するので、校正分銅に熱を伝達
することなく、風防により形成されたひょう量室内で熱により発生する空気の対流による
計量誤差を減少させると同時に、細かい作業を行う際の操作性の悪化を回避することがで
きる。
【００１７】
　前記金属板の先端側には、前記キャップの脱落防止用の段差部を設けることができる。
この構成によれば、キャップの脱落防止と、交換時の容易性とを確保することができる。
前記キャップは、前記校正用分銅の把持側内面に凸部を設けることができる。この構成に
よれば、１ｇ程度の軽い分銅も容易に把持することができる。
【００１８】
　前記グリップ材は、その表面に指の挿入が可能な凹部を形成することができる。この構
成によれば、より一層安定した状態で、かつ、容易に力点に加力することができる。
【００１９】
　前記グリップ材は、前記サポート材と一体化され、一体化されたグリップ材を前記支点
部の後端側から、前記把持力発生部まで覆うように装着することができる。
【００２０】
　前記サポート材と一体化されたグリップ材は、その内面側の幅方向の両端に離脱防止用
の複数の突起を設けることができる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明にかかる校正分銅把持用ピンセットによれば、重い分銅を掴んだ場合にも支点部
での負担が小さく、力点部に十分な力を加えることが可能で、かつ、細かい作業を行う際
の操作性の悪化を回避することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、本発明の好適な実施の形態について、添付図面に基づいて詳細に説明する。図１
から図３は、本発明に係る校正分銅把持用ピンセットの一実施例を示している。
【００２３】
　これらの図に示した校正分銅把持用ピンセット１０は、厚みが数ｍｍ、例えば、２ｍｍ
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程度の平板状のステンレス金属板を対面配置した構造になっている。２枚の金属板は、基
端側で相互に溶接などにより接合固定した支点部１２となっている。本実施例の場合、支
点部１２は、他の部分よりも薄くしている。
【００２４】
　そして、先端側には、上下方向に所定の間隔で離間する校正用分銅の把持部１４が設け
られている。また、支点部１２と把持部１４との間には、校正用分銅Ａを把持する際に、
親指と人差し指とを上下から当接して、金属板同士が近接するように力を加える把持力発
生部１６が設けられている。
【００２５】
　このように構成したピンセット１０では、図４に示すように、把持部１４の間に校正用
分銅を位置させて、把持発生部１６に加力して、金属板を相互に近接する方向に移動させ
ると、把持部１４で校正用分銅を掴むことができる。
【００２６】
　この場合、支点部１２は、平板状金属板の基端側に設けられた、同一幅、例えば、１０
ｍｍ程度の幅の領域である。また、把持部１４は、平板状金属板の先端側に設けられた領
域であり、先端側に向けて漸次幅が縮小する先細状に形成されている。把持力発生部１６
は、平板状金属板の概略中央部分に形成され、最大幅、例えば、１３ｍｍ程度の幅を有し
ている。
【００２７】
　そして、金属板の先端側には、側面の一部を対向する個所で切欠する形態の段差部１７
が設けられている。この段差部１７の先端側の領域が把持部１４となっている。
【００２８】
　支点部１２は、合成樹脂やゴムで形成した柔軟なサポート材１８で覆われている。また
、把持部１４は、校正用分銅Ａとの摩擦力を維持し、熱伝導防止用の一対のキャプ２０で
それぞれ覆われている。このキッャプ２０は、合成樹脂やゴムなどで形成され、その後端
側は、段差部１７の内部に入り込んでいる。
【００２９】
　本実施例の場合、キャップ２０には、図３にその詳細を示すように、校正用分銅Ａの把
持側内面に位置するようにして、凸部２０ａが設けられている。なお、図４に示した例で
は、凸部２０ａは、キッャプ２０の内外面に設けられているが、内面側にだけ設けたもの
でもよい。
【００３０】
　さらに、把持力発生部１６には、合成樹脂やゴムで形成した滑り防止用のグリップ２２
で被覆されている。本実施例の場合、このグリップ２２の表面側の中央には、指の腹や先
端を挿入することができる凹部２２ａが設けられている。
【００３１】
　以上のように構成した天びん・はかり用の校正分銅把持用ピンセット１０では、約１ｋ
ｇまでの校正用分銅Ａを操作することができる比較的全長の長い金属製ピンセットである
。
【００３２】
　また、以上のように構成されたピンセット１０によれば、以下の作用効果が奏される。
厚みが数ｍｍ以上の２枚の平板状金属板を対面配置して、基端側で相互に接合固定した支
点部１２を有しているので、十分な剛性を確保することができ、また、支点部１２は、合
成樹脂やゴムで形成した柔軟なサポート材１８で被覆されているので、小指と手のひらで
支点部１２を掴んだときに、手指の負担が緩和され、確実な支点としての機能を発揮させ
ることができる。
【００３３】
　また、把持力発生部１６は、金属板の概略中央部に形成された最大幅の領域で、かつ、
合成樹脂やゴムで形成した滑り防止用のグリップ材２２で被覆されているので、力点部に
十分な力を加えることができる。
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【００３４】
　さらに、把持部１４は、金属板の先端側に形成された先細状の領域からなり、かつ、校
正用分銅Ａとの摩擦力を維持し、熱伝導防止用のキャップ２０で被覆するので、校正用分
銅Ａに熱を伝達することなく、細かい作業を行う際の操作性の悪化を回避することができ
る。
【００３５】
　また、このようなピンセット１０は、サポート材１８，キャップ２０，グリップ２２を
有しているので、 例えば、計量管理担当者が一日中繰り返し計量器の校正作業を行う時
でも、指及び手への負担を低減し、同時に確実な分銅把持操作性が確保されるとともに、
校正時の誤差となる校正用分銅Ａへの手からの伝熱、および、風防内での人体の熱による
対流の軽減が達成される。
【００３６】
　さらに、ピンセット１０の支点部１２には、樹脂やゴムなどの材料を利用したサポート
材１８を設けて、これを幅広とし、小指、薬指及びそれらの持と対面する手のひら部分で
掴んだ時に持と手への負担を軽減しているとともに、これと同時に、確実な支点としての
機能を発揮し分銅換作の安全性を高めている。
【００３７】
　またさらに、主に親指と人指し指で挟み込む把持力発生部１６（力点部）をピンセット
１０の他の部分よりも最も幅広な領域とすることで、重い校正用分銅Ａを掴んだ場合にも
、支点部１２での負担が小さく、力点部に十分な力を加えることが可能で、かつ、細かい
作業を行う際の操作性の悪化を回避することができる。
【００３８】
　また、把持力発生部１６は、ピンセット１０の他の部分より幅広としグリップし易い形
状とし、その一方で、幅を変えることで把持する部分を明確に視認できるようにしている
。
【００３９】
　このキャップ２０は、ピンセット１０と分銅Ａ間の緩衝材となるため、繰り返し使用に
より疲弊し、また脱落しやすい条件で使われる。 そこで、キャップ２０の脱落防止と取
替えを容易にするための段差部１７をピンセット１０の先端部分に設けている。
【００４０】
　本実施例の場合、キャップ２０の材料には、ゴムなど摩際係数の比較的大きく、同時に
、天びんを汚染する溶剤などが溶出しない素材を利用し、分銅Ａ側となる内面には比較的
軽く小さい分銅の首を把持できるような凸部２０ａが設けられている。この凸部２０ａは
、図４に示すように機能する、図４では、左側が約１ｋｇの最も重い校正用分銅Ａ１であ
り、右側が２ｇ程度の軽い校正用分銅Ａ２を把持した例である。
【００４１】
　キャップ２０に凸部２０ａを設けた場合には、重く大きい校正用分銅Ａ１では、首部の
内径が大きいので、凸部２０ａを含むキャップ２０の全体が首部内に入り込んで、その内
面に当接する。一方、軽い校正用分銅Ａ２では、首部内にキャップ２０の全体を入り込ま
せることはできないが、凸部２０ａが侵入して、その内面に当接させることができ、これ
により幅広い重量の校正用分銅の把持が可能になっている。
【００４２】
　さらにまた、本実施例の場合には、グリップ材２２には、その表面に指の挿入が可能な
凹状部２２ａが形成されており、この構成により、より一層安定した状態で、かつ、容易
に力点に加力することができる。
図５は、本発明に係る校正分銅把持用ピンセットの他の実施例を示しており、上記実施例
と同一もしくは相当する部分に同一符号を付してその説明を省略するとともに、以下にそ
の特徴点についてのみ説明する。
【００４３】
　同図に示したピンセット１０ａは、上記実施例と同様に、２枚の平板状金属板を対面配



(7) JP 2010-5753 A 2010.1.14

10

20

30

40

置して、基端側で相互に接合固定した支点部１２を有し、先端側に把持部１４を設け、支
点部１２と把持部１４との間に把持力発生部１６を設けている。
【００４４】
　本実施例の場合、把持部１４には、キャップ２０が装着され、把持力発生部１６を覆う
グリップ材２２０は、上記実施例で示した支点部１２を覆うサポート材と一体化されてい
る。
【００４５】
　一体化されたグリップ材２２０は、所定の幅を有する二又状に分岐した形状を有し、基
端側は、袋状になっており、かつ、分岐した一対の先端側には、幅方向の端部に複数の突
起２２１が、所定の間隔を隔てて、対向するように設けられている。
【００４６】
　このような形状のグリップ材２２０は、図５（Ｂ）に示すように、支点部１２の後端側
から、支点部１２が内部に挿入され、先端側が把持力発生部１６を覆うように装着する。
【００４７】
　このようにしてサポート材と一体化されたグリップ材２２０は、装着されると、突起２
２１間に把持力発生部１６の幅方向端部が当接して、グリップ材２２０の離脱を防止する
ようになっている。以上のように構成された校正分銅把持用ピンセット１０ａによっても
上記実施例と同等の作用効果が得られる。
【産業上の利用可能性】
【００４８】
　本発明にかかる校正分銅把持用ピンセットによれば、重い分銅を掴んだ場合にも支点部
での負担が小さく、力点部に十分な力を加えることが可能で、かつ、細かい作業を行う際
の操作性の悪化を回避することができ、また、主としてステンレスで構成される分銅に対
して、同一材料で構成されるピンセットで、主に人が触る表面を樹脂で覆うことで、熱伝
導を軽減し、分銅の温度上昇による熱対流を減じ、正確な校正作業を実現し、重量計測の
分野で有効に活用することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４９】
【図１】本発明にかかる校正分銅把持用ピンセットの一側面図である。
【図２】図１の上面図である。
【図３】図１先端側の説明図である。
【図４】図１ピンセットで重量の異なる分銅を把持する際の説明図である。
【図５】本発明にかかる校正分銅把持用ピンセットの他の実施例を示す説明図である。
【符号の説明】
【００５０】
１０　　　　ピンセット
１２　　　　支点部
１４　　　　把持部
１６　　　　把持力発生部
１８　　　　サポート材
２０　　　　キャップ
２２　　　　グリップ
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